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中
部
ジ

ャ

ワ

に

お

け
る

地
主

制
の

形

成
と

甘
庶
プ

ラ
ン

テ

ー

シ

ョ

ン

ほ

じ

め
に

本
稿
は

､

一

九
二

〇
年
代
に

中
部
ジ

ャ

ワ

で

行
わ

れ

た

個
別

鼻

(

1
)

村

実
態
調

査
の

分

析
に

基
づ

い

て
､

第
一

に
､

近

代
中
部
ジ

ャ

ワ

(

2
)

に

お

け
る

農
民

層

分

解
と

地

主

制
■
形
成
の

特

徴
の

解
明
へ

の

手

が

か

り

を

得
る

こ

と
､

第
二

に

は
､

一

八

七

〇

年
代
以
降

､

中
･

東

部
ジ

ャ

ワ

を

中
心

と

し

て

本
椿
的
に

進
出
す
る

甘

庶
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

経
営
と

､

ほ

ぼ

同

時
期
に

地

主
･

小

作
関
係
を

基
軸
と

し

て

展
開
す
る

半
封
建
的
生

産
関
係
と
の

相
互

関
連
に

つ

い

て

の

試

論
を

提
示

す
る

こ

と

を

巨

的
と

す
る

｡

ジ

ャ

ワ

中
･

東
部
の

甘

庶
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

地

帯
に

つ

い

て

は
､

す
で

に

ジ

ャ

コ

ピ

ー

(

甲

H
･

-

g
O

b
y

一

九

四

九

年
)

の

次
の

よ

う
な

指
摘
が

あ

る
｡

官

本

謙

介

｢

砂
糖
生

産
地

帯
は

､

数
十
年
に

わ

た
っ

て

社

会
不

安
の

古
典

的
舞
台
と

な
っ

て

き

た
｡

そ

れ

ほ
､

社
会
的
圧

力
､

潜
在
的
抵

(

3
)

抗
お

よ

び

公

然
た

る

衝
突
の

中
心

地
で

あ

る
｡

+

イ
ン

ド

ネ

シ

ア

近
現

代
史
に

お

け
る

農
民

運

動
の

中
心

舞
台
の

一

つ

が

こ

の
=
甘

煮
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

可

ン

地

帯
で

あ

る

な

ら

ば
､

そ

の

社

会
経
済
構
造
の

分

析
､

と

り

わ

け

甘

庶
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

と

農
民

経
営
の

矛
盾
の

具

体

的
あ

り

方
の

検
討
ほ

､

民

族
運

動
の

(

4
)

大
衆
的
基
盤
の

解
明
に

と
っ

て

も

不

可

欠
の

課

題
で

あ

ろ

う
｡

ま

た

本
稿
は

､

右
の

課
題
の

検
討
と

と

も

に
､

筆
者
が

今
後

､

当
該
期
イ

ン

ド

ネ

シ

ア

の

社
会
経
済
構
造
の

変
容
を
ト

ー

タ

ル

に

把

握
し

て

い

く

上
で

の

準
備
作
業
で

も

あ

る
｡

植
民

地

期
イ

ン

イ

ネ

シ

ア

の

社

会
経
済
史
に

関
す
る

研
究
で

ほ
､

戦
前
以

来
､

オ

ラ

ン

ダ

人
に

ょ

る

も

の

が

圧

倒
的
多

数
を

占
め
る

が
､

日

本
で

も

そ

β怨

㌣
㌣
＼
㍗
ヰ

㌣

軒
吋

や

ゃ

サ

ー
.

溝
･
†

や

.

◆

晦



.
∫
ウ

ナ

一､

鳥
サ

ー

す

サ

の

影
響
を

う
け
て

､

オ

ラ

ン

ダ

植
民

地

政

策
の

特
質
を

｢

間

接
+

支
配
と

し

た

り
､

あ
る

い

ほ

ブ

ー

ケ

(

-
-

H
●

U
O
e

紆
e

)

の

｢

二

(

5
)

重
経

済
+

理

論
等
を

借
用

す
る

傾
向

が

多
か

れ

少
な
か

れ

見
ら

れ

た
｡

植
民

地

支

配
が

､

在
来
の

｢

後
れ

た
+

社

会
関
係
を
温

存
･

,
利
用

す
る

と
い

う
こ

と

ほ
つ

と

に

指
摘
さ

れ
る

所
で

あ

る

が
､

し

く91 ) 中部 ジ ャ ワ に お け る 地 主制の 形成 と甘煮 ブ ラ ン チ
ー シ キ ン
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プル ワル ジ ャ 県

彪

ヽ

ヽ

巧ek e m≡琵

ヽ

ヽ

く: = フ

T aj

P a ti

ヽ

ヽ

T e r東胡1 0 r

O T a m b a k r e dja
ヽ

､

サ

､

■
盛
ワ

■
▼

叫

一

叫

か

し
､

そ

れ

ほ

在
来
社

会
を

あ
る

が

ま

ま
に

温
存

･

利
用
す
る

と

い

う

意
味
で

あ
っ

て

ほ

な

ら

な
い

｡

植
民
地

権
力
は

､

在
来
の

社

会
経
済
構
造
を

自
己
に

連
合
的
な

生

産
関
係
べ

の

編
成
替
を

通

じ

て

支
配
を

貫
徹
す
る

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

再
編
成

の

特

質
を

各
歴

史
段
階
に

お

け

る

植
民

地

政

策
と
の

関

連
で

追
求
す
る

こ

と
こ

そ

が

重

要
な
の

で

あ

る
｡

そ

う
す
る

こ

と
に

よ

っ

て

は

じ

め

て
､

イ
ン

○Ⅰ【a li g e sl n g

ぎO

T a ndj o Ilg

E o m i r

ド

ネ

シ

ア

が

独

立
を

経
た

今
日

ま

で

直
面
し
て

い

る

課
題

､

す
な

わ

ち
､

植
民

地

期
に

歪
曲
=

編
成

蓉

さ

れ

た

社

会
経
済
構
造
を

如
何
に

ヽ

ヽ

ヽ

止

揚
し

､

固
有
の

近

代
化
を

如
何

に

実
現

す
る

か

と
い

う

複
雑
で

困

難
な

課

題
を

解
く

鍵
を

も

与

え

て

く

れ
る

で

あ

ろ

う
｡

本
稿
で

は

以

上
の

よ

う
な

問
題

関
心
か

ら
､

植
民
地

期
イ

ン

ド

ネ

シ

ア

の

中
部
ジ

ャ

ワ

を

対

象
と

し

て
､

は

じ

め
に

述
べ

た

二

つ

の

問

写

題
を
で

き
る

か

ぎ

り

実
証
的
に

明

侃
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ら
か

に

し

て

み

た

い

と

考
え

る
｡

尚
､

主
に

利
用
す
る

史
料
は

､

ブ

ル

ヘ

ル

(

D
一

声

山

喜
g
e

r

)

に

ょ

っ

て
一

九
二

九

年
に

行
わ

(

6
)

れ

た

中
部
ジ

ャ

ワ

北

部
ヤ

パ

ラ

州
パ

テ

ィ

県
の

農
村
調

査

報
告
と

､

フ

ァ

ン

･

ド

ー

ル

ン

(

C
.

｢

く
P
ロ

U
0

0
r

n
)

に

ょ

っ

て
一

九

二

三

年
に

行
わ

れ

た

中

部
ジ

ャ

ワ

南
部
の

ケ

ド

ゥ

州
プ

ル

ワ

ル

ジ

ャ

(

7
)

県
の

農
村
調

査

報
告
で

､

い

ず
れ

も

甘

庶
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

マ

ン

の

進
出
し

て

い

る

地

方
で

あ
る

(

第
一

図
参
照
)

｡

(

1
)

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

史
に

お

い

て

｢

近

代
+

を
い

か

な
る

時

期
に

設

定
す
る

か

ほ
､

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

史
全

体
の

時

代

区

分

と

関

連
し

て

今

後
の

精
緻
な

検
計
を

要
す
る

が
､

本

稿
で

は

さ

し

あ

た

り
一

八
六

〇

年
代

(

｢

強
制

栽
培

制
度
+

廃
止

か

ら

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

体

制
へ

の

移
行

期
)

か

ら
一

九
二

〇

年
代

(

世

界
恐

慌
直
前
ま
で
)

を

念
頭

に

お

い

て

い

る
｡

(

2
)

ア

ジ

ア

近

代
に

お

け
る

農
民

層
分

解
と

地

主

的

土

地

所
有
の

形

成

過

舞
に

関

し
て

､

そ

の
一

般
的

､

理

論
的

全

体

像
を

構
築
す
る

上

で
､

最
近
で

は

小

谷

江
之
氏
の

興
味
深
い

問

題

提

起
(

｢

ア

ジ

ア

近

代
に

お

け
る

農
民

層

分

解
の

特
質
+

『

歴
史
評
論
』

二

九
五

号
､

｢

イ

ン

ド

近

代
に

お

け
る

農
民

層
分

解
と

地

主

的

土

地

所

有
+

『

ア

ジ

ア

経
済
』

第

十

八

巻
第

一

号
｡

)

が

あ

り
､

筆

者
も

氏
の

研

究
か

ら

多

く
の

示

唆
を

う

け
て

い

る
｡

た

だ

し
､

氏
の

ア

ジ

ア

的

農
民

層

分

解

論
に

つ

い

て

の

具

体

的

検
証

は
､

あ

く

ま
で

英
領
イ
ン

ド

の

一

地

方

の

史
料
に

基
づ

い

て

行
わ

れ

て

お

り
､

広

く

植
民

地
･

｢

後
進
+

社

㌣

ア
(

1

■
′ 1

.

々

㌣

血
r
坤

ヤ

`

牡

会
に

潤

す

る

全

体

像
を

構

築
す

る

に

は
､

さ

ら
に

多
く
の

個
別

研
究

似

=

媒
介
項
が

必

要
で

あ

ろ

う
｡

以

下
の

本

論
で

み

る

ジ

ャ

ワ

近

代
の

甘

庶
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

地

帯
に

お

け

る

農
民

層
分

解
と

地

主

制

形

成
の

特
徴
は

､

イ
■
ン

ド

近
代

の

そ

れ

と

は

か

な

り

性

希
が

異
な
ゥ

て

い

る

よ

う
に

思
え
る
｡

(

3
)

E
,

H
●

-

P
C

O

ロ

¥

ゝ
内

岩
3 .

白

畠

q
革
言
乳

訂

叫
Q

邑
訂
莞

叫

ゝ

乳
き

宅
e

宅

ペ
○

【

打
､

-

玉
¢

.

井
上

嘉
丸

､

滝

川

勉
訳

『

東
南
ア

ジ

ア

の

農

業
不

安
』

(

東
洋

経
済
新

報
社

､

一

九

五

七

年
)

五

四

貞
｡

(

4
)

こ

の

点
で

は
､

二

〇
世

紀

初
頭
の

民

放

連

動
の

高
揚
を

単
に

一

部
の

労
働
者
や

知
識
人

層
の

運

動
と

し

て

で

は

な

く
､

一

九

世

紀
以

来
の

様
々

な

反
オ

ラ

ン

ダ

運

動
(

農
民

運

動
)

の

発
展
=

連
続
性
の

中
で

捉
え
よ

う
と

す
る

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

人

史
家
サ

ル

ト

ノ

の

研

究
は

注
目
に

催
す
る

｡

∽
p

ユ
○

日
○

只
p

ユ
○

み

打

点
〇

.

セ
言
訂
監

岳
｢

O

e
向

き

芸
≠

訂

知
ま

…
～

-
p

く
p

.

〇

已
O

a

P
已
く
●

.

-

也

匂
い

ー

(

5
)

一

途

計
莞
乱

§

如
Q

Q

莞
≡

訂
㌧

3
Q

n
Q

㌻
尽

≠

阜

b

喜
記
h

ま

計

り

訂
Q

弓

聖
邑

勺
Q
～

叫

唱
.

A
日
S
t

O

邑
P

日
､

-

や

E
.

ブ

ー

ケ

理

論
に

つ

い

て

は
､

加
納
啓
艮

｢

植
民

地

期

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

の

村

落

経

済
+

(

『

ア

ジ

ア

経
済
』

第
一

五

巷
第
二

号
)

に

詳
し
い
｡

(

6
)

P

H
.

田

弓
笥
H

.

寸
b

式
乳
母

ま

遺

書
連

礼

芸

h
旨

莞
邑
篭
訂
挙

り
Q

邑
彗
中

丸

礼

等

b

琵
3

.
-

替
達

づ
竜.

Q
q

Q

達

良
急

呈
串

声

W
已
t

e

く
【
e

d
e

P
.

G
◆

打
○
-

声

-

岩
戸

ニ

ロ
0

(

訂
m

p

宅
慧

r

b
-

p
打

(

蒜
笥
ロ
t

呂
F
p

勺

勺

邑
小

)

F

-

如

か

¢

e

ロ

ー

¢

N

¢

:
､

拇
Q

訂

邑
白

已

h
､

ま

敷
き
甲

く
○
-

-

ツ

ー

心

ふ
い
.

本

調

査

報
告
の

前

者
は

､

パ

テ
ィ

県
の

概

観
､

滴

よ

び

同

県

内
の

タ
ユ

部

と
ジ

ュ

タ

ナ

ン

部

の

詳
細
な

調

査
か

ら

な

り
､

後
者
ほ

､

タ

ユ

部

ゼ

㌣

席

†

軒

､

.

小

晦



雪【監 ｢
'

男写 ｢ T て て

ユ

て

･鞍

′

･
l

サ

r
曲
て

す

頚

( 如) 中部ジ
ャ ウ に お け る

二

地 主 制の 形成 と甘煮 ブ ラ ン チ ー

シ キ
ン

内
の

ン

ガ

ブ

ラ

ッ

ク

村
の

調
査

結
果
を

一

八
六

九

年
の

オ

ラ

ン

ダ

植

民
地

政

庁
に

よ

る

同

村
調

査

結
果
と

比

較
検

許
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

そ
の

歴

史
的

変
遷
を

辿
っ

て

い

る
｡

(

7
)

C
.

J
.

く
P

n

U
0
0

⊇
､

h
b

訂
訂

e
b

き

丸
恥

内
b

Q

達
Q

芸
訂
q

訂

Q

邑
･

寧
設

計
～

軋

式
軋

顎

ゝ
､

計
h

畠
連

句

竹
篭

昌
彗
b

母
や

≦
1

e

芹
e

≦
1

e

a
①

n
.

G
･

只
○
-

き
ー

や

N

か
.

本

調

査

報
告
は

､

プ

ル

ワ

ル

ジ

ャ

県
全

体
の

一

九

世

紀
以

降
の

歴
史
的

概

略
と

同

県

内
の

八
力

村
に

つ

い

て

の

詳
し
い

調

査

精
巣
か

ら

な

り
､

と

く
に

そ
の

八
力

村
の

各

農
家
の

耕
地

占
有
規

模
に

つ

い

て

は
､

一

九

〇

八

年
(

地

租
台
帳
に

よ

る
)

と
一

九
二

三

年
の

対

此
が

示

さ

れ

て

い

る
｡

一

農
民

層
分

解
と

地

主

制
の

形
成

■
本
草
で

ほ
､

中

部
ジ

ャ

ワ

に

お

け
る

農
民

層
分

解
の

進
展
と

地

主

制
形
成
の

諸

特
徴
を

､

土

地

商
品

化
､

商
品
生

産
の

展
開

､

分

割
相

続
制

､

農
業
生

産
力

の

上

昇
､

職
田

(

p

ヨ
b
t

s

く
e
-

d
)

経

営

の

変
容
と
い

う
五

つ

の

契
機
か

ら

検
討
を

加
え

る
｡

た

だ

し
､

史

料
的
制
約
か

ら

土

地

商
品
化
と

職
田

経
営
の

分

析
に

力
点

を

置
か

ざ

る

を

得
な
い

｡

■

州
､

土

地

商
品

化

ま

ず
､

ジ

ャ

ワ

の

土

地

占

有
の

存
在
形
態
を

､

一

九

世
紀
中

葉

叶

､

宙
ソ

･

-

¶

一

句

段
階
=

｢

強
制
栽
培

制
度
+

(

C

已
t

≡
-

詔
t

e
-

邑
)

期
に

お

け

る

オ

ラ

ン

ダ

植
民
地

政

策
と
の

関
連
で

概
観
し
て

お

く
｡

一

八

六

八

年
-
六

九

年
に

オ

ラ

ン

ダ

植
民
地

政
庁

が

行
っ

た
ジ

ャ

ワ

農
村
調
査

(

『

ジ

ャ

ワ

･

マ

ド

ゥ

ラ

に

お

け

る

原
住
民

土

地

(

1
)

権
調
査

最
終

提
要
』

､

以
下

『

提

要
』

と

略
記
)

に

よ

れ

ば
､

ジ

ャ

ワ

農
民
の

土

地

占
有
ほ

､

土

地
に

対

す
る

共

同

体

規
制
の

強
弱
に

ょ

っ

て
､

｢

個
人

的
占
有
+

(

ど
d
-

5 .

d

亡
e
e
-

.
訂
邑

汀

)

と

｢

共
同

的

占

有
+

(

的
e

m
悪
口

b
e

邑
)

に

区

別

さ

れ

て

い

る

が
､

本
稿
で

主
に

利

用
す
る

史
料
で

も

農
民
の

土

地

占
有
に

関
し

て

は

こ

の

類
型

化
に

従
っ

て

報
告
さ

れ

て

い

る

の

で
､

さ

し
あ

た

り
こ

の

区
分
の

ま

ま

検
討
す
る

｡

一

般
に

土

地
の

｢

個
人

的
占
有
+

と
ほ

､

売
買

､

質
入

な

ど
の

土

地

占
有
権
の

移
動
に

あ

た
っ

て
一

定
の

共

同

体

規
制
を

う
け

る

の

み

で
､

用
益

権
､

相

続
権
が

農
民
の

手

中
に

あ

る

土

地

占
有
を

言
う
(

事
実
上

の

土

地

所
有
)

｡

こ

れ

に

対

し
て

｢

共

同

的
占
有
+

で

ほ
､

農
民

は

そ

の

用
益

と

持
分

権
の

相

続
の

み

を

認
め

ら

れ
､

売
買

､

譲
渡
な

ど
の

土

地

処
分
ほ

許
さ

れ

ず
､

土

地

に

対

す

る

共

同

体

規
制
が

強
く

働
い

て

い

る
｡

こ

の

占
有
形
態
で

は
､

持
分

が

終
身
固
定
し

て

い

る

場
合
と

､

一

年
-
数
年
の

定

期
的
剖
替
を

行

う
湯
合
と

が

あ

る

が
､

い

ず
れ

に

し

て

も

各
村
落
ご

と
に

農
民
に

脳



一

塊論叢 ･ 第八 十 一 巻 第五 号 ( 94 )

割
り

あ

て

る

占
有
規
模
を

定
め

て

耕
作
機
会
の

均
等
化
を
ほ

か

り

て

い

る
｡

右
の

占
有
内
容
か

ら

明
ら

か

な

よ

う
に

､

両

占
有
形
態
の

根
本

的
差
異
は

､

土

地

処
分

権
が

農
民
の

手

中
に

存
在
す
る

か

香
か

､

換
言
す
れ

ば
､

土

地

商
品
化
の

客
観
的

契
機
が

存
在
す
る

か

香
か

に

あ

る
｡

こ

の

点

ほ
､

本
稿
の

主

題
で

あ

る

農
民

層
分

解
の

進
展

を

検
討
す
る

上
で

､

最
も

基
本
的
な

側
面
を

な

す
が

ゆ

え

に

注
目

し

て

お

き

た

い
｡

オ

ラ

ン

ダ

ほ
､

農
民

自
身
に

ょ

っ

て

地

方
ご

と

に

様
々

な

名

称

で

呼
ば

れ

て

い

た

土

地

占
有

権
を

､

二

つ

.の

占
有
概
念
に

整
理

し

て

把

握
し

ょ

う
と

し

た

の

で

あ
る

｡

し

た

が

っ

て
､

土

地

占
有
に

関
す
る

両

範
噂
は

､

植
民

地

支

配
者
側
に

あ

る

オ

ラ

ン

ダ

入

官
僚

に

ょ

っ

て

人

為
的
に

導
入

さ

れ

た

も
の

で

あ

り
､

ま
た

両

占
有
内

容
が

地

域
的

､

時
代
的
に

微
妙
に

異
な
る

も

の

で

は

あ
､

る

が
､

し

か

し

な
が

ら
､

｢

土

地

商
品

化
+

と

い

う

視
点

か

ら

す

れ

ば
､

両

者
を

峻
別

す
る

こ

と

に

む

し

ろ

有
効
性
を

見
い

出
し

う
る

の

で

あ

る
｡

次
に

土
地

占
有
と

密
接
に

関
連
す

る

賦
役
に

つ

い

て
｡

ま

ず
指

摘
す
べ

き
ほ

､

農
民
が

土

地

を

占
有
す
る

に

ほ
､

各
種
の

賦
役
義

務
を

履
行
す
る

こ

と

が

大
前
提
を

な

す
と
い

う
点
で

あ

る
｡

そ

こ

で
､

前
述
の

『

提
要
』

に

従
っ

て
､

一

九

世

紀
中

葉
段
階
に

お

け

如
月

0

る

各
種
賦
役
を

類
型

化

す
れ

ば

次

の

如

く

で

あ

る
｡

①
オ

ラ

ン

ダ

植
民

地

権

力
の

徴

発

す
る

賦

役
=
ヘ

ー

レ

ン

デ
ィ

ー

ン

ス

ト

(

訂
e

岩
n

d
i

e

n
研
t

)

､

⑧
各
行
政
レ

ベ

ル

の

イ

ン

ド

ネ

シ

ア

人

首

長

層
の

た

め

の

賦

役
=
パ

ン

チ
エ

ン

デ
ィ

ー

ン

ス

ト

(

p
甲
ロ
t
j

昌
･

d

訂
n

賢
)

､

⑨
村

落
の

共
同

事
業
の

た

め
の

賦
役
=

デ

サ

デ
ィ

ー

ン

ス

ト

(

d
e
s

邑
-

e

n

許
)

｡

こ

の

段
階
に

お

け
る

オ

ラ

ン

ダ

の

対

賦
役

政

策
の

基
調
は

､

②
､

⑧
の

賦
役
を

温
存
し
た

ま

ま
で

､

①
の

賦

役
を

｢

強
制
栽
培
+

の

た

め

に

大

規
模
に

徴
発
す
る

こ

と

に

あ
っ

た
｡

具

体

例
を

示
そ

う
｡

中
部
ジ

ャ

ワ

の

パ

テ

ィ

県
で

は
､

甘
庶

の

栽
培

賦
役
が

年
間
平

均
一

五

〇

日

に

も

達
す
る

が
､

そ

の

他
に

､

た

と
え

ば

同
県

内
の

カ

ラ

ン

ガ

ン

村
(

d

の
∽

p

k

巴
p

ロ

笥
n
)

で

ほ
､

各
農
家

は
パ

ン

チ
エ

ン

デ
ィ

ー

ン

ス

ト

と

デ

サ

デ
ィ

ー

ン

ス

ト

の

負
担
に

八
三

日

間
を

要
す
る

｡

そ

の

内

訳
は

､

郡
長
へ

の

賦

役
が

二

七

日
､

村
長
へ

の

賦
役
が

一

八

日

(

以

上
､

パ

ン

テ
ユ

ン

デ
ィ

ー

ン

ス

ト
)

､

村
内

警
備

一

二

日
､

夜
警

一

二

日
､

道
路
整

備
一

二

(

2
)

日
､

材
木
輸
送
二

日

(

以

上
､

デ

サ

デ
ィ

ー

ン

ス

ト
)

で

あ

る
｡

次
に

注
目

す
べ

き
ほ

､

土

地

占
有
に

伴
う
賦

役
履
行

義
務

を

巧

み

に

利

用
し
て

､

｢

強
制

栽

培
制
度
+

の

導

入

(

一

八
三

〇

年

代

以

降
)

に

際
し

､

土

地
の

｢

共

同

的
占
有
+

化
を

強
制
的
に

お

し

サ
こ

.
草

し

∵

ふ

れ

曲
最

早

せ

牡

せ

叶

溝
■

†

担

◆

顔



仁
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妄

ふ

･
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頼
･叫
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､

楓
･
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1

¶

一

ウ

( 鮎 ) 中部 ジ ャ ワ に お け る地 主翻の 形 成と甘 煮 プ ラ ン テ ー

シ ョ ン

策 i 表 ジ ャ ワ地 方別 土 地 占有形 態 推移 (単位1 ㈱ バ ク)

年 個人 的 占有

西 部 ジ ャ ワ

1 8 82 6 4 2

1 93 2 1
,
8 5 4

中部 ジ ャ ワ
1 8 8 2 4 6 0

1 93 2 1
,
3 6 0

東 部 ジ ャ ワ
1 8 8 2 6 5 8

1 9 3 2 2
,
2 4 7

共 同 的 占 有

持分 固 定 l 定 期 制 香

計合田職

′

-ロ

■7

3

4

1

1

バ
T

8

8

8

7

8

史
U

O
ノ

4

8

っ

J

】7

0

5

っ

J

′

h
)

7

7

5

3

(

U
ノ

4

9

8

2 3

一

1 0

45

5 7

5 1

3

4

2

1

9

0

3

9

5

3

0
ノ

2

3

5

′

0

(出典) J ･ W ･ d e S t e p p el a a ち
"
D e A a ∫d v a n 土1et I nl a n d s 血 B e z et r e 血 t o

p J a Y a e n M a d o e r a
”

,
E o1 0 n i a al

T ij d sd l rift
,
1 9 3 7

,
b l ヱ. 3 9 9 .

1 バ ウ = 0 .71 へ ク タ ー ノレ.

す
す
め

た
こ

と

で

(

3
)

あ

る
｡

こ

の

点

に

つ

い

て

ほ
､

森
弘

之

氏
の

実
証
的

研

(

4
)

究
で

も

明
ら

か

に

さ

れ

て

い

る

が
､

重

要
な

の

は
､

土

地
の

｢

共
同
的

占

有
+

化
に

ょ
っ

て
､

で

き

る

か

ぎ

り

農

民
に

耕
地

を

均

等

に

付
与

し
､

ヘ

ー

レ

ン

デ
ィ

ー

ン

ス

ト

の
一

形
態
で

あ

る

栽
培
賦

役
負
担

者

を

大

量
に

創

出
し
て

｢

強
制

栽

培
+

の

拡
充
を
ほ

か
っ

た
こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

｢

強
制

栽
培
制
度
+

期
の

耕
地
の

｢

共

同
的

占
有
+

化

ほ
､

主
に

中
･

東

部
ジ

ャ

ワ

の

水

田

地

帯
で

実
施
さ

れ

た

の

で

あ
る

が
､

こ

れ

は

永

田

で

生

産
さ

れ

る

藍
､

甘

庶
の

｢

強
制

栽
培
+

が

肥

沃
な

水
田

地

帯
の

広
が

る

中
･

東
部
ジ

ャ

ワ

に

集
中
し

た

た

め
で

あ
っ

た

(

後

に

こ

の

地

方
に

甘

煮
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

が

進
出
す
る
)

｡

ま

た
､

農
民

層
分

解
の

視
点

か

ら

す
れ

ば
､

耕
地
の

｢

共
同

的

占
有
+

化
ほ

､

土
地

売
買
等
の

農
民
の

土

地

処
分

権
の

剥
奪
を

意

味
す

る

も

の

で

あ
っ

て
､

こ

れ

は

土

地

緊

縛
に

よ

る
一

種
の

｢

自

作
農
民
+

創
出
--

農
民
層

分
解

抑
止

政

策
に

ほ

か

な

ら
な
い

｡

し

た

が

っ

て
､

こ

こ

で

ほ
､

一

八

六

〇

年
代

に

藍

お

よ

び

甘

煮
の

｢

強
制

栽
培
+

が

廃

止
さ

れ

る

ま
で

､

中
部
ジ

ャ

ワ

に

お

い

て

も

農
民

層

分

解
が

政

策
的
に

抑
え

ら

れ

て

い

た
こ

と

を

指
摘
し

て

お

き
た

い
｡

次
に

､

前
述
の

土

地

占
有
の

二

形
態
が

､

本
稿
の

分
析
対

象
た

る
一

九

世

紀
後
半
か

ら
二

〇

世

紀
前
半
に

か

け
て

ジ

ャ

ワ

全

体
で

ど
の

よ

う
な

推
移
を

辿
っ

た

か

を

示

そ

う
｡

第
一

義
で

あ

る
｡

こ

れ

を

見
て

も
､

当

該

時
期
ほ

｢

共
同

的
占
有
+

か

ら

｢

個
人

的
占

有
+

へ

の

移
行

期
に

あ

り
､

と

り
わ

け

中

部
ジ

ャ

ワ

で

そ

の

傾
向

が

顕
著
で

あ

る

こ

と

が

確
認
さ

れ

よ

う
｡

農
民

層
分

解
の

前
提
た

る

土

地

商
品
化
の

客

観
的
条
件
が

整
備
さ

れ
つ

つ

あ

る

こ

と

を

物

脚



一 橋静叢 第 八 十
一 巻 第五 号 ( 9 6)

番
っ

て

い

る
｡

ま

た
､

第
一

義
の

右
の

項
目
に

み

ら

れ

る

職
田

に

つ

い

て
､

こ

こ

で

あ

ら
か

じ

め

言
及

し
て

お

こ

う
｡

再
び

前
述
の

『

提
要
』

に

ょ

れ

ば
､

一

九

世

紀
中
葉
の

ジ

ャ

ワ

で

ほ
､

各
行
政
レ

ベ

ル

の

イ

ン

ド

ネ
シ

ア

人

首
長
層

(

県

長
､

郡
長

､

副
郡
長

､

村
長
)

お

よ

び

各
級
官
吏
に

ほ
､

そ

の

役
職
に

応
じ
た

職
田

が

付
与

さ

れ

て

い

た

(

た

だ

し
､

職
田

の

歴
史
的
起
渡
は

明

ら

か

で

は

な

い
)

｡

職

田

ほ
､

そ

の

性
椅
上

､

相

続
､

処
分
は

原
則
と
し

て

許
さ

れ

な
い

が
､

役
職
に

任
期
が

な
い

た

め

数
十

年
に

わ

た

っ

て

占
有
す
る

こ

と

が

あ

り
､

在
地

支
配
層
の

経

済
的

基
盤
を

な
し

て

い

た
｡

し

か

も
､

職
田

の

経

営
は

､

そ

の

大

部
分

が

前
述
の

イ

ン

ド

ネ

シ

ア

人

首
長
層
の

た

め
の

賦
役
--
パ

ン

チ
エ

ン

デ
ィ

ー

ン

ス

ト

に

よ

っ

て

(

5
)

行
わ

れ

た

が
､

オ

ラ

ン

ダ

は

｢

強
制

栽
培
+

の

労
働
力

調

達
の

た

め

に
､

む

し

ろ
こ

の

職
田

制
を

温
存
す
る

こ

と
に

ょ
っ

て
､

在
地

支
配
層
の

権
限

を

利
用
し
た

も

の

と

考
え

ら

れ

る
｡

い

ず
れ

に

し

て

も
､

前
掲
第

一

義
か

ら
も

明
ら

か

な

よ

う
に

､

職
田

占
有
は

中
･

東
部
ジ

ャ

ワ

に

偏
在
し
て

お

り
､

耕
地

に

し

め

る

職
田

の

此

重

は

き
わ

め
て

高
い

｡

職
田

経

営
の

あ
り

方
が

､

農
民

層

分
解
に

重

大

な

影
響
を

与
え

る

で

あ

ろ

う
こ

と
を

想
起
さ

せ

る

の

で

あ

る
｡

以

上
を

念
頭
に

お

い

て
､

土

地

商
品

化
の

進
展
と

と

も

に
､

ど

の

よ

う
な

農
民

層
分

解
の

実
相
が

み

ら

れ

る

か
､

次
に

個
別

村
落

鰯

を

具
体

例
と

し

て

示

そ

う
｡

(

イ
)

中

部
ジ

ャ

ワ
､

パ

テ

ィ

県
ン

ガ

プ

ラ

グ

ク

村
(

d
e

∽

p

宅

笥
E
p

打
)

こ

の

村
の

属
す
る
パ

テ

ィ

県
タ
ユ

郡
で

は
､

調
査

時
(

一

九
二

(

6
)

九

年
)

に

｢

個
人

的
占
有
+

地
が

郡
全
体
の

六

六

%

を

占
め

､

｢

共

同
的
占
有
+

地

よ

り

優
勢
と

な
っ

て

い

る
｡

こ

こ

で

は

｢

共
同

的

占
有
+

は

水
田

と

畑
地
の

両

方
に

見
ら

れ

る

が
､

宅
地

は

い

う
ま

で

も

な

く

｢

個
人

的
占
有
+

で

あ

る
｡

ま
た

､

｢

共
同

的

占

有
+

地
で

は

す
で

に

持
分
が

終
身
固
定

し
て

お

り
､

定

期
的
剖
蓉
ほ

全

く

見
ら
れ

な
い

｡

か

か

る

状
況

が

生

み

だ

さ

れ

た

背
景
を

推
察
す

る

た

め
に

､

ン

ガ

ブ

ラ

ッ

ク

村
に

即
し

て

や

や

時
代
を

追
っ

て

検

討
し

て

み

る
｡

一

八

六

九

年

一

九
二

九

年

｢

個
人
的

占
有
+

地

四
三

二

六

七

｢

共

同
的

占
有
+

地

傲

田

一

〇
三

二

七

六

八

単
位
バ

ク

(

一

パ

ウ

=

〇
･

七
一

【

タ

タ
ー

ル
)

右
に

示
し

た

の

が

同

村
に

お

け
る

一

八
六

九

年
と

一

九
二

九

年

ト
丁
㌧

で

ふ

一

軒
.

ヤ

ヤ

輸

叶

r

席

r

卜

.

.

.

-

や
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(

7
)

の

土

地

占
有

形
態

別
の

水
田

規
模
で

あ

る
｡

｢

共

同

的

占

有
+

地

お

よ

び

職
田

ほ
､

一

八
六

九

年
に

は

す
ぺ

て

定

期
的
剖
香
が

行
わ
･

れ

て

い

た

が
､

一

九
一

四

年
ご

ろ

か

ら

割

香
が

な

く

な

り
､

一

九

二

九

年
段
階
で

は

す
べ

て

の

持
分
が

終
身

固
定

し

て

い

る
｡

｢

個

人
的

占
有
+

地
の

急
激
な

増

加
は

､

｢

共

同

的

占

有
+

地

の
一

部

が

｢

個
人

的

占
有
+

に

移
行
し

た

た

め

だ

け
で

な

く
､

大

規
模
な

開
墾
が

進
め

ら
れ

た

た

め

で

も

あ

る
｡

し

か

も
､

開
墾
さ

れ

た

水

田

に

つ

い

て

は
､

一

八

六

九

年
以

前
に

は

開
墾
者
に

の

み

耕
作
権

が

認
め

ら

れ
､

そ

の

死

後
は

｢

共
同

的
占
有
+

に

移
さ

れ

て

い

た

の

に

対

し
て

､

一

九
二

九

年
に

ほ

開
墾
地

は

す
ぺ

て

｢

個
人

的

占

有
+

と

な
っ

て

い

る
｡

こ

う

し

た

土

地
に

対

す
る

共
同
体

規
制
の

弛

緩
ほ

､

土

地
の

売

異
に

つ

い

て

も

看
取
さ

れ

る
｡

す
な

わ

ち
､

一

八

六

九

年
に

ほ

土

地

売
買
は

｢

個
人

的
占
有
+

地

に

つ

い

て

村
落
内
の

み

で

認
め

ら

れ

た
の

に

対

し
て

､

一

九
二

九

年
に

は

村

落
を

越
え

て

可

能
に

な

(

8
)

っ

て

い

る
｡

こ

の

こ

と
は

､

同
じ

｢

個
人

的

占
有
+

地
と

言
え

ど

も
､

よ

り

詳
細
に

見
る

な

ら

ば
､

共
同

体

規
制
の

弱
化
を

伴
い

つ

つ

噂
大
し

て

い

る

こ

と
を

示
し

て

い

る

と
い

え

よ

う
｡

換
言
す
れ

ば
､

土

地

商
品

化
の

進
行
と

と

も

に
､

村

落
を

超
え

た

土

地

集
積

の

条
件
が

生

ま

れ

て

い

る

と
も

い

え

る
｡

†

､

収

-

～

一

怨

ま
た

､

同

村
に

お

け

る
一

九
二

九

年
段
階
の

水
田

規
模
別

農
家

(

9
)

戸
数
と

､

村

長
･

村
役
人
の

職

田

(

す
べ

て

水
田
)

規
模
を

示

す

(

1 0
)

と

次
の

如
く
で

あ

る
｡

パ

ウ

亨
二
∞

‥

虻

寸
ユ

〇
･

六

-

〇
･

八

伯

ユ
一

-
二

有水

者 田

数 占

1

七
l
四

/ ヽ

四

l
七

五

五

l
九

○

以 一

上 ○

四

ノ ヽ

水

田

占

有
者

数

一

八

宗 響 助 部 書 村

役

職

教 落
官 僚 役 長 記 長

( ( ( ( ( (

豊富量弼
P )

ロ
)

二 三 五 三
一 一

人

数

一 ■一 三 三 五 二

職

田

1 1 l ･ ･ 五
現

一 二 四 五 五

l 模
五 四

〇

五

ノ

ウ
)

同

村
で

は
､

一

八
六

九

年
に

は

耕
地
の

七

〇

%
を

占
め

る

｢

共

同

的

占
有
+

地
が

占
有
者

一

人

あ

た

り
一

バ

ク

(

-1

〇
･

七
一

b a

)

と

定

め

ら
れ

､

一

パ

ゥ

以

下
の

｢

個
人

的
占
有
+

地

占
有

者
に

は

合
計
で

一

バ

ゥ

ま
で

.
｢

共
同

的

占
有
+

地
が

謝
り
あ

で

ら

れ

て

い

鰯



一 壌静i 弟八 十 一

巻 第五 サ ( 9 叫

･
(

1 1
)

た

た

め
､

占

有
規
模
の

希
差
は

そ

れ

ほ

ど

顕
著
で

な
か

っ

た

も

の

と

考
え

ら

れ

る
｡

こ

れ

が

｢

個
人

的
占
有
+

地
の

拡
大
と

共

同
体

規
制
の

弛
緩
に

伴
っ

て

土
地

占
有
規
模
の

慣
習
的

規
定
が

曖
昧
と

な

り
､

右
の

よ

う
な

分

解
傾
向
が

生

ま

れ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

ま

た
､

右
の

表
か

ら

読
み

と

る
べ

き

要
点

は
､

第
一

に
､

職
田

を

占
有
す

る

村
長
以

下

村
役
人

層
が

水

田

占
有
者
の

上

層

部
分
を

占
め

て

い

る

こ

と
｡

第
二

に
､

一

八

六

九

年
段
階
で

｢

共

同

的
占
有
+

地

が

一

バ

ク

と

定
め

ら

れ

て

い

る

こ

と
か

ら

し
て

､

農
業
の

み

に

よ
っ

て

再

生

産
可

能
な

占
有

規
模

(

い

わ

ゆ

る

｢

中

農

基

準
+

)

が
一

バ

ゥ

前
後
と

み

て

大

過
な
い

と

す
れ

ば
､

村

役
人

層
以

外
に

も

数

バ

ゥ

ー
一

〇
バ

ウ

笹
度
の

上

層

農
民
の

存
在
が

考
え

ら

れ

る

こ

と
｡

.

第
三

に

ほ
､

一

バ

ゥ

以

下
の

層
が

全
体
の

約
六

四

%

に

達
し

､

過

半
の

下

向

分

解
傾
向

が

み

ら
れ

る

こ

と

で

あ

る
｡

(

ロ

)

中

部
ジ

ャ

ワ
､

プ

ル

ワ

ル

ジ

ャ

県

タ

ン

ジ

ュ

ン

村

(

ロ
e

旨

→
p

P
d
j

夏
日

巴

プ

ル

ワ

ル

ジ

ャ

県
で

は
､

調
査

時
{

一

九
二

三

年
)

に

｢

共

同

的
占
有
+

地

は

水

田

の
一

部
の

み

に

限
ら

れ
､

畑
地

､

宅
地
は

す

ぺ

て

｢

個
人

的
占
有
+

地
と

な
っ

て

い

る
｡

こ

こ

で

は
､

一

八

六

四

年
に

藍
の

｢

強
制
栽
培
+

が

廃
止

さ

れ

る

と

と

も
に

｢

共
同

的

占
有
+

地
が

消
滅
し

､

そ

れ

に

か

わ
っ

て

｢

個
人

的
占
有
+

権
が

(

ほ
)

確
立
し

て

い

る

村
落
が

多
い

｡

し

た

が
っ

て
､

当

該
地

方
で

は

土

紺

地

売
買
が

頻
繁
に

行
わ

れ

て

い

る

が
､

そ

の

際
に

は

村
長
の

承

認

を

必

要
と

し
､

村
長
ほ

手
数
料
と

し

て

売

買
価
格
の

二
･

五

%
を

得
る

｡

｢

個
人

的

占
有
+

地
で

は
､

土

地

占

有
権
の

移
動
に

際

し

(

13
)

て
､

こ

の

点
で

の

み

村

落
規
制
が

働
く
も

の

と

考
え

ら

れ

る
｡

次
に

タ
ン

ジ
ュ

ン

村
の

土

地

占
有
規
模
別

農
家

戸
数
(

職

田

を

除
く
)

の
一

九

〇
八

年
と

一

九
二

二

年
の

此

較
と

､

一

九
二

二

年

(

1 4
)

現

在
の

磯
田

占
有
規
模
を

示

し
た

｡

八
一 ノ ヾ

ウ

年九 年九

○

七
五 ○

ノ ヽ

以 ･

下 二
○

l O
○ ･

八

五 五

I O

○
五

土四 八

七
以

上

計五 四

九

役

職

人

数

一

職

田

規

模
(

バ

ウ
)

督 助 書 村

備 役 記 長
(
-

O
e

l

巴
-

)

(
t
j

賀
芹
)

(

打
p

ぎ
首
ロ
)

(

k
e

勺
①
t

e

ロ

g

2
J

)

五
･

五

二〇
･

四

〇
･

四

二
パ

ウ

以

上
の

層
の

増
加
が

見
ら

れ

る

も
の

の
､

一

-
二
バ

ゥ

軒
子

嘩
,

二
一

き
㌧

侮

ド

や
■岬

サ

払
の

層
の

減
少

と

二
ハ

ウ

以

下
の

増
加
が

顕
著
で

あ

る
｡

同

村
で

ほ

/

ぜ

〟

康
･
†

.

p

.

.
争
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一

■

調

査

時
点
で

す
べ

て

の

耕
地
に

｢

個
人

的
占
有
+

権
が

確
立
し

て

い

る

が
､

土
地

占
有
規
模
の

椅
差
と
い

う
点
で

は
､

先
の

ン

ガ

ブ

ラ

ッ

ク

村
と

同

様
に

､

村

長
･

村
役
人
の

職
田

規
模
が

相
対

的
に

大
き
い

こ

と
､

役
人

層
以

外
の

一

部
に

上

層
農
民
が

存
在
す
る

こ

と
､

し

か

し

圧

倒
的
多
数
の

下

向

分

解

傾
向
を

示

す
こ

と

が

確
認

で

き

る
｡

以
上

､

主

に

土

地

商
品

化

と
い

う
視
点
か

ら
､

農
民

層
分

解
の

実
相
を

み

て

き

た

が
､

次

に

分

解
を

促
進
す
る

そ

の

他
の

契
機
に

つ

い

て

検
討
し

て

お

こ

う
｡

肖
､

商
品
生

産
の

展
開

土

地

商
品

化
が

農
民

層
分

解
進
展
の

前
提
条
件
を

な

す
こ

上

ほ

疑
い

な
い

が
､

し
か

し
､

土

地

商
品

化
と
い

う

客
観
的
条
件
が

存

在
す
る

か

ら

と
い

っ

て
､

た

だ

ち

に

そ

れ

が

農
民

層
分

解
に

帰
結

す
る

わ

け
で

ほ

な
い

｡

土
地

商
品

化
と

農
民

層
分

解

を

媒
介
す
る

奥
機
は
い

う
ま
で

も

な

く

商
品
生

産
の

展
開
で

あ

る
｡

し
か

し
､

当

該
時
期
に

お

け

る

商
品

生

産
の

展
開

度
(

農
民

生

産
物
の

商
品

化
率
)

を

知
る

こ

と

ほ

史
料
的
に

不

可

能
な

の

で
､

こ

こ

で

は

地

租
お

よ

び

地

代
形
態
の

変
遷
と
い

う

視

角
か

ら

間
接
的
に

そ

の

概

略
を

あ

と
づ

け
て

お

く
｡

一

八
一

〇

年
代
か

ら
一

八
五

〇

年
代
に

か

け
て

､

各
地

方
ご

と

に

導
入
さ

れ

た

地

租
制
度
の

初

期
段

階
で

は
､

一

部
の

地

方
で

金

(

u
)

納
地

租
を

物
納
に

よ

っ

て

代
位
せ

ね

ば

な

ら

な
か

っ

た
こ

と

に

見

ら

れ

る

如
く

､

生

産
物
の

一

部
を

貨
幣
に

転
形
し

う
る

よ

う
な

島

民

的
商
品

市

場
の

形
成
が

い

ま
だ

微
弱
で

あ
っ

た

こ

と
を

想

起
さ

せ

る
｡

と

は

い

え
､

そ

の

後
の

金

納
一

本
化
政

策
ほ

､

農
村
に

お

け
る

一

定

程
度
の

商
品
=

貨
幣
経
済
の

浸
透
を

強
制
的
に

促
進
す

る

結
果
に

な
っ

た

も
の

と
い

え

よ

う
｡

し

か

し
､

こ

の

貨
幣
需
要

の

強
制
は

､

｢

強
制
栽
培

制

度
+

期
に

ほ
ヘ

ー

レ

ン

デ
ィ

ー

ン

ス

ト

の

重

圧
下

に

促
進
さ

れ

た

も
の

で

あ
っ

た
｡

し
た

が
っ

て
､

金

納
地

租
ほ

一

般
農
民
に

と
っ

て

必

要
労
働
部
分
に

す
ら

喰
い

込

む

税
収
奪
で

ほ

あ
り

え

て

も
､

そ

れ

が

貨
幣
経

済
化
に

伴
う

余

剰
蓄

積
(

い

わ

ゆ

る

｢

胚
芽
的
利
潤
の

形
風
+

)

に

寄
与

す

る

こ

と

な

ど

な
か

っ

た
で

あ

ろ

う

(

中

部
ジ

ャ

ワ

の

グ
ロ

ボ

ガ

ン
､

デ
マ

ツ

タ

地

方
で

ほ

過

酷
な

強
制
労
働
の

結
果

､

数
十

万
に

の

ぼ

る

餓
死

者
を

出
す
ほ

ど
の

飢
餓
状
態
を

呈

し

て

い

る
)

｡

し

か

も
､

中
･

東
部
ジ

ャ

ワ

の

人

口

過

密
な

水

田

地

帯
に

お

い

て

は
､

前
述
し

た

よ

う
に

｢

強
制
栽
培
制

度
+

に

伴
う
土
地

の

｢

共
同
的

占
有
+

化

=
｢

土

地

商
品
化
の

香
定
+

が

政

策
的
に

進
め

ら

れ

た

の

で

あ
っ

て
､

こ

れ

は

農
民

層
分

解
を

抑
止

す
る

作
用
を

果
し

こ

そ

す
れ

､

一丁･一

商
品
”

貨
幣
経
済
の

進
展
が

た

だ

ち

に

長
氏

眉
分
解
を

招
来
す
る

田
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こ

と

ほ

な

か
っ

た

と

考
え

ら
れ

る
｡

■

｢

強
制
栽
培
制
度
+

の

廃
止

と

七

も

に
､

.
農
民

層
分

解

進
展
の

客

観
的
条
件
が

除
々

に

形
成
さ

れ

る

の

で

あ
る

が
､

そ

れ

を

づ

ら

に

軌
道
づ

け
た

の

が
▼

ヘ

ー

レ

ン

デ
ィ

ー

ン

ス

ト

の
一

部
の

人

頭
税

へ

の

切

り
か

え

措
置
で

あ
っ

た

(

中

部
ジ

ャ

ワ

で

は
一

八

八

〇

年

(

1 6
)

代

-
一

八

九

〇

年
代
)

｡

こ

こ

に

至
っ

て

農
民

は
､

｢

強
制
栽
培
+

に

よ

る

賦
役
の

重

圧
か

ら

徐
々

に

解
放
さ

れ

る

と

と

も

に
､

今

度

は

そ

の

定

額
貨
幣
地

代
化

(

年
間
約

一

-
二

フ

ロ

ー

リ

ン
)

に

よ

る

商
品
=

貨
幣
経

済
の

よ

り
一

層
の

深
化
の

中

に

身
を

置
く

必

要

に

迫
ら
れ

た

の

で

あ

る
｡

か

く
て

､

地

租
金

納
化
と

人

頭
税
の

導
入

ほ
､

土

地

商
品

化
と

ヽ

農
民

層
分

解
の

媒
介
環
た

る

商
品
生

産
(

さ

し

あ
た

り

小

商
品

生

産
か

香
か

を

問
わ

ず
)

の
一

定

超
度
の

展
開
を

推
察
さ

せ

る

の

で

あ

る
｡

肖
､

分

封
相

続
制
(

人
口

問
題
)

ジ

ャ

ワ

で

は
､

地

方
ご

と

に
､

さ

ら
に

は

村
落
ご

と

に

土

地

相

続
の

慣
行
が

微
妙
に

異
な

る

が
､

一

般
吋
に

は

均
分

相
続
制
か

､

あ

る

い

は

均
分
で

な

く
と

も

分

割
相

続
制

を

と

る

こ

と

が

先

の

(

1 7
)

■
『

提
要
』

の

報
告
か

ら

も

明

放
で

あ

る
｡

た

と

え

ば
､

前
述
し

た

中

部
ジ

ャ

ワ

の

プ

ル

ワ

ル

ジ

ャ

県
で

ほ
､

分
割
相

続
制
で

､

男
子

l
■

サ

ニ

げ

･

梅

ド

さ
〆

峠

｢

ゃ

や

(

1 8
)

に
､

そ

れ

も

長
子
に

よ

り

有
利
な

相

続
形
態

を

と
っ

て

い

る
｡

戯

こ

こ

で

農
民

層

分

解
に

関
連
し

て

相

続
慣
行
を

問
題
に

す
る

の

は
､

土

地

商
品

化
､

商
品
=

貨
幣
経

済
の

浸
透
に

伴
う

一

定

濯
度

の

土

地

集
積

､

換
言
す
れ

ば
､

一

部
農
民
の

上

向
が

進
行
し

た

と

し
て

も
､

常
に

相

続
に

よ

る

土

地

分

剖
が

同

時
進
行

す
る

た

め
､

容
易
に

大
土

地

占
有
を

生

み

だ

し
え

ず
､

一

方
､

下

向
す

る

農
民

に

あ
っ

て

は
､

不

断
の

土

地

細
分

化
が

没

落
の

促
進
要
因
と

な

る

こ

と

に

注
目

し

て

お

き
た

い

か

ら
で

あ

る
｡

ち

な

み

に

ジ

ャ

ワ

の

人
口

は
一

八

八

〇

年
の

一

､

九
五

〇
万

人

が
一

九
三

〇

年
に

は

四
､

(

1 9
)

〇

九

〇
万

人
に

達
し
て

い

る

し
､

プ

ル

ワ

ル

ジ

ャ

県

全
体
で

ほ
､

一

八

六

〇

年
の

二

四

万

人
が

一

九
二

〇

年
に

は

五

二

万

人
に

増
加

(

2 0
)

し

て

い

る
｡

し
か

も
､

農
村
過

剰
人
口

は
､

エ

業
部
門
の

未
発
達

ゆ

え
に

､

そ

の

圧

倒
的
部
分
が

農
村
で

の

滞
留
を
よ

ぎ

な

く

さ

れ

る

状
況
に

あ

り
､

人
口

圧

力
が

土

地

問
題
に

与
え

る

影
響
も

無
視

し

え

な
い

の

で

あ

ろ

う
｡

帥
､

農
業
生

産
力
の

上

昇

一

般
に

､

農
民

層
分

解
の

基

底
要
因
に

生

産
力
上

昇
が

指
摘
さ

れ

る

の

ほ

周

知
の

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

こ

の

点
に

つ

い

て

も

史
料
的

制
約
か

ら

詳
論
は
で

き

な
い

が
､

中
部
ジ

ャ

ワ

で

本
稿
の

対

象
と

す
る

時

期
に

､

潅
漑
施
設
の

整
備
に

基
づ

く

黄

葉
生

産
力
の

一

定

廿

〟

席
･

T
け

.

■や



㌣
ペ

㌣

幼

1

血
て
1

㌢

サ

瀬

(1 01) 中部 ジ ャ ワ に お け る 地 主 制 の 形 成 と 甘煮 プ ラ ン テ
ー

シ 苛 ン

の

上

昇
が

確
認
で

き

る

(

農
機
具

､

肥

料
､

品

種
等
の

改
良
と
い

っ

た

点
に

つ

い

て

は

不

明
)

｡

た

と

え

ば
､

プ

ル

ワ

ル

ジ

ャ

の

米

の

二

期
作
の

場
合

､

一

八

六

七

年
に

ほ

二

回

目
の

収

穫
量
は

一

回

目
の

二
五

%

程
度
に

す
ぎ

な

か
っ

た

が
､

一

九

世
紀
末
の

大

規

模

な

潅
漑
事
業
の

結
果

､

一

九
二

三

年
に

ほ

こ

れ

が

九

〇

%
に

達
し

(

2 1
)

て

い

る
｡

こ

う
し

た

農
業
生

産
力
の

上

昇
ほ

､

職
田

占
有
者
や

生

産
条

件
の

有
利
な

一

部
農
民
に

ほ

余
剰
蓄

積
の

条
件
を

提
供
す
る

も
の

で

あ
る

こ

と

ほ

い

う
ま

で

も

な
い

｡

し

か

し
､

先
に

述
べ

た

分
割
相

続
制
と

あ

わ

せ

て

考
え

る

な

ら

ば
､

一

定
期
間
を
と

る

と

単
位
面

積
当

り
の

生

産
力
上

昇
が

､

た

だ

ち
に

戸
別

経

営
の

生

産

力
上

昇
を

意
味
す
る

と
ほ

か

ぎ

ら

な
い

｡

し

た

が
っ

て
､

こ

の

農

業
生

産
功
の

上

昇
を

も
っ

て

大
土

地

占
有

形
成
の

直
接
的
実
機
と

す
る

こ

と
に

は

問
題
が

あ

ろ

う
｡

帥
､

職
田

経

営
の

変
容

前
述
し

た

よ

う
に

､

一

九

世

紀
中

葉
段
階
で

は

磯
田

経
営
の

大

部
分
ほ

耕
地

占
有
者
に

賦
課
さ

れ

た

賦
役
=
パ

ン

チ
エ

ン

デ
ィ

ー

ン

ス

ト

に

ょ
っ

て

行
わ

れ

て

い

た
｡

そ

れ

が
､

｢

九

世

紀
後
半
か

ら

本
格
化

し

た

植
民

地

行
政

機
構
へ

の

在
地

支

配
層
の

組
み

こ

み

と

と

も

に
､

一

八

六

七

年
(

プ

リ

ア

ン

ゲ
ル

諸

県
の

み
一

八

七

〇

年
)

■
に

ほ
､

村

落
よ

り

上

級
の

各

首
長

､

官
僚

層
の

職
田

制
が

廃

▼

1

叔

-

ヤ

一

れ

(

2 2
)

止

さ

れ

る

に

至
る

｡

村

落
レ

ベ

ル

で

は
一

八

七

〇

年
以

降

も

村

長
･

村
役
人
の

織
田

が

広

範
に

存
在
し

て

い

る

が
､

こ

の

時
期
に

村

長
･

村
役
人
の

職
田

巌
営
も

除
々

に

そ

の

形
態
変
化
を

と

げ
る

の

で

あ
っ

て
､

こ

の

点
が

地

主
制
の

形
成

と

密
接
に

関
連
す
る

の

で

以

下

注

目
し

て

お

こ

う
｡

中
部
ジ

ャ

ワ

の

プ

ル

ワ

ル

ジ

ャ

県
で

ほ
､

各
村
落
の

職
田

規
模

ほ

全

水

田

の

一

〇

-
二

〇

%

確
度
を

占
め

､

と

り

わ

け

村

長
の

職

田

は

圧

倒
的
に

大
き

く
､

し

か

も

事
実
上

､

村
長
職
ほ

せ

襲
化
し

(

2 3
)

て

い

る
｡

第
二

義
は

､

プ

ル

ワ

ル

ジ

ャ

県
内
の

八
力

村
に

つ

い

て
､

そ

の

水

田

と

職

田

規
模
を

示
し

た

も
の

で

あ

る

が
､

水

田

占
有
者

一

人

あ
た

り
の

占
有
規
模
が

一

バ

ゥ

に

満
た

な
い

の

に

対
し

て
､

一

〇
バ

ゥ

以

上
の

職
田

を

占
有
す
る

村
長
が

多
い

｡

前
述
し

た

パ

テ

ィ

県
の

ン

ガ

ブ

ラ

ッ

タ

村
で

も
､

水

田

占
有
者
の

六
三

%
は

そ

の

占
有

規
模
が

一

バ

ウ

に

満
た

な
い

の

に

対

し
て

､

村
長
は

二

五

バ

ゥ

の

職

田

を

占
有
し
て

い

る
｡

■
さ

ら

に

重

要
な

点

は
､

本

稿
で

利
用
し

た

史
料
を

見
る

か

ぎ

り
､

職
田

ほ

例
外

な

く

村
落
内
の

最

優
等
地
の

水

田

を

割
り

あ

て

ら

れ

て

い

る

こ

と
で

あ

り
､

そ

の

生

産
条
件
ほ

き

わ

め
て

有
利
で

あ

る
｡

商
品
=

貨
幣
経
済
の

よ

り
一

層
の

進
展
に

裏
づ

け

ら
れ

て

で

あ
.

ろ

う
が

､

ブ

ル

ワ

ル

ジ

ャ

県
で

は
､

村

落
賦

役
(

道
路
整
備

､

水

甜



ー 希静兼■■ 第八十
一 巻 第五 号 ( 1 0 2)

第 2 表 プ ル ワ ル ジ
ャ 県 S カ 村の 水 田 ･ 職 田 占有状況 ( 1 9芦3 年)

村長 の

磯 田

( バ
ウ)

職 田

( バ ウ)

水 田

( バ ウ)

水 田 占
有者
( 人)

人 口

( 人)
村 落 名

0 . 7 2

0 . 7 1

0 . 2 4

0 . 8 7

0 . 9 2

0 . 85

0 . 91

1
.2 2

8

1 3

一

1 8

1 2

1 7

1 2

5 ･5

5

一

1 7

1 5

1 6

1 2

1 1

11

1 〇

一

2 6

3 4

3 4

3 0

3 3

8

2

7

0
0

2

7

3

2

5

0
ノ

1

4

2

7

′

h
)

q
′

1

0

0

9

3

8

9

7

0

0

3

7

9

3

0

7
■

ヽ
)

l

1

3

1

2

1

1

糾

鳩

一

7 4

4 4

7 8

6 6

1

0

`

U

9

5

0
0

2

2

1

1

T a n dj o n g

T a m b a k r e dj a

E a lig e s in g

W ir o e n

W in o n g

B a t a r e dj a

瓦o e n i r

T e r si dil o r

( 出典) C
･

L
･
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利
雄
持

､

祭

礼
準
備

､

夜

警
等
)

に

そ

の

形

骸
化
が

み

ら
れ

る
｡

同

地

方
で

は
､

村
落
賦
役
が

ク

ー

リ
･
-

(

只
O
e
-
i

¢
)

と

呼
ば

れ

る

水

田

占
有
者
に

義
務
づ

け

ら

れ

て

い

た

が
､

一

九
二

二

年

の

調

査

時
に

ほ
､

す
で

に

各
貴
家
は

直

接
に

賦
役
を

行
わ

ず
､

こ

れ

を

ブ

ー

ル

ー

.

ク

ー

リ

ー

(

b
｡

害
各
村

邑
且

と

呼
ば

れ

る

賦
役
請
負
人

脱

(

主
に

宅
地

の

み

占
有
す

る

層
)

に

肩
が

わ

り

さ

せ
､

そ
の

代
償

と

し
て

一

定
の

農
産
物
か

貸
金

を
ブ

ー

ル

ー

･

ク

ー

リ

ー

に

支

払

(

糾
)

ぅ
と
い

う
方

法
が

一

般

化

し
て

い

る
｡

こ

の

こ

と

自
体

､

村
落
の

共

同

的
機
能
の

弱
化

と

賦
役
義
務
の

形
骸
化

に

よ

る

小

農
経
営
の

一

層
の

自
立

化

を

促
し

て

い

る

が
､

か

か

る

傾
向

ほ

村
長
へ

の

賦

役
に

も

看
取
さ

れ
､

こ

の

種
の

賦

役
の

買
上

げ

=

金
納
化
と

し

て

現
れ
て

い

る
｡

た

と
え

ば
､

前
述
の

タ

ン

ジ

ュ

ン

村
で

は
､

村
長

へ

の

賦

役
を

賦
役
負
担
者
ほ

年
間
二

フ

ロ

ー

リ

ン

で

買
上
げ

て

お

り
､

一

方
､

村
長
は

五
･

五
パ

ゥ

の

職
田

の

う
ち
四
バ

ク

を

貸
付

(

2 5
)

地

と
し

て

こ

れ

を

地

主

経
営
に

切

り
か

え

て

い

る
｡

こ

う
し

た

例

は

他

村
で

も

み

ら

れ
､

同

県
内
の

ダ

ラ

バ

ッ

ク

村
(

d
e
∽

P

の

冒
b

品
)

の

村
長
な

ど

ほ
､

職
田

と

自
己
の

占
有
地

か

ら
の

貸
付

地
の

合
計

(

2 6
)

ほ

二

七
バ

ゥ

に

及

ん

で

い

る
｡

ま

た
､

パ

テ

ィ

県
の

ン

ガ

プ

ラ

グ

タ

村
で

も
､

一

八

六

九

年
段

階
で

存
在
し
た

村
落
賦
役

､

村
長
へ

の

賦
役
が

一

九
二

九

年
の

調

査

時
に

ほ

す
で

に

金

納
化

し

て

お

り
､

村
長
へ

の

賦
役
は

年
間

一

(

2 7
)

フ

ロ

ー

リ

ン

と

な
っ

て

い

る
｡

同

村
で

ほ
､

職
田

を

除
く

全

水

田

の

小

作
地

率
が

四

五

%
で

あ

る

の

に

此
し

て
､

職
田

全

体
の

小

作

(

2 8
)

地

率
ほ

六

八

%
に

達
し

て

お

り
､

こ

こ

で

も

村
長

･

村
役
人
の

地

サ
ボ

･1

･̀

卜

一

時

ド

.

さ
㌣
′
哨

ヤ

や

.

_

∵
.

席
･･

-

ド

∵
-

塙



サ
■
か
･

･

琳

血
ワ

≠

ゝ

,

申

▼

∵
.

轍

-

L

一

し

V

( 1 0 3) 中部 ジ ャ ワ に お け る 地 主 別の 形 成と甘煮 ブ ヲ ン テ ー シ マ ン

主
化

ほ

明

瞭
で

あ

る
｡

し

か

も

同
県
で

は
､

村
長
が

磯
田

に

お

け

る

地

主

経
営
を

媒
介
と

し

て

｢

個
人

的
占
有
+

地
の

集
積
を

進
め

､

職
田

以

外

に

も

そ

の

経
営
を

拡
大
し

て

い

る

例
が

あ

る
｡

た

と

え

ば
､

ン

ガ

ウ
ェ

ン

村

(

計
∽

p

ウ

有
p

≦
d
ロ
)

の

村

長
ほ

､

織
田

と

他

の

二

村
に

占
有
す
る

｢

個
人

的
占
有
+

地

の

合
計
六

四
バ

ゥ

を

占

(

四
)

有
し
て

当

該
地

方

最
大
の

土

地

占
有
者
で

あ
る

｡

と

ほ

い

え
､

当

該
段
階
で

す
べ

て

の

調
査

村
落
の

磯
田

に

お

い

て

か

か

る

傾
向
が

み

ら
れ

る

わ

け
で

ほ

な

く
､

依
然
と
し

て

賦

役

労
働
に

よ

る

職
田

経
営
も

残
存
し

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

右
に

あ

げ
た

具
体

例
は

､

商
品

=

貨
幣
経
済
の

浸
透
と

と

も

に
､

賦
役
の

金
納
化
に

基
づ

く

職
田
の

地

主

経

営
へ

の

転

化
が

広
範
囲
に

展
開

す
る

で

あ

ろ

う
こ

と

を

想
起
さ

せ

る

の

で

あ
る

｡

す
で

に

み

た

よ

う
に

､

一

般
農
民
の

土
地

集
積

､

集
中
に

ょ

る

大
規
模
な

地

主

経

営
が

き

わ

め
て

困

難
な

条
件
下

に

あ
っ

て
､

比

較
的

大
規
模
な

地

主

経
営
が

､

職
田

と
い

う

経

済
外

強
制
に

基
づ

く

土

地

確
保
を

前

提
と

し

な

け

れ

ば

成

立

し
え

な
い

所
に

中
部
ジ

ャ

ワ

の

特
徴
が

あ

(

諭
)

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

以

上
の

検
討
か

ら
､

こ

こ

に

地

主

制

形
成
の

二

つ

の

型
を

検
出

し

う
る

の

で

あ
る

｡

第
一

の

垂
ほ

､

職
田

を

占
有
す
る

村
長

･

村

役
人
の

地

主
化
の

コ

ー

ス

で

あ

り
､

彼
ら

ほ

さ

ら

に

職
田

と
い

う

き
わ

め

て

有
利
な

生

産
条

件
を

足
湯
に

し
て

土
地

集
積
を

進
め

う

る

地

主

層
で

あ

る
｡

こ

れ

を

職
田

地

主

と

し
よ

う
｡

第
二

の

型

ほ
､

村
長

･

村

役
人

以

外
の

一

般
農
民
の

中

か

ら

上

向

す
る

極
一

部
の

農
民

層
の

地

主

化
の

コ

ー

ス

で

あ

る

が
､

こ

の

層
ほ

､

職
田

地

主

(

相
対

的
に

大

規
模
な

土

地

確
保
)

の

存
在
に

規
定
さ

れ
､

さ

ら

に

分
割
相

続
制
--

人

口

圧

力
の

下
で

､

そ

の

経
営
は

あ

く

ま
で

不

安
定
で

あ

り
､

先
の

個
別

村
落
の

事
例
で

み

た

如
く

､

数
パ

ゥ

ー

一

〇
バ

ゥ

程
度
を

占
有
す
る

中
･

小

地

主

層
で

あ
る

｡

一

方
､

こ

れ

ら

地

主

層
の

成
立
に

ょ
っ

て
､

他

極
に

は

没

落
す

る

圧

倒
的

多
数
の

農
民

層
が

生

み

だ

さ

れ

る

こ

と

は

す
で

に

み

た

と
お

り
で

あ

る
｡

彼
ら
の

中
で

小

作
人

化

す
る

層
(

自
小

作
お

よ

び

小

作
農
)

は

小

作
料
収

奪
部
分

人

中

部
ジ

ャ

ワ

で

の

小

作
制

度

ほ

刈
分

小

作
で

地

主
と

小

作
人
の

取

分

比
が

一

対
一

か

二

対
一

の

場

合
が

多
い
)

の

補
填
の

た

め

に
､

あ

る

い

は

小

作
人

化
し

え

ず

経

営
規
模
を

縮
小

す
る

自
作
農
は

必

要
労
働
部
分
の

確
保
の

た

め

に
､

い

ず
れ

も

家

計
補
充
的
副
業
に

親
ら

ざ

る

を

得
な
い

｡

彼
ら

ほ

各

種
の

家

内

副
業
に

従

事
す
る

と
と

も

に
､

季
節
的
に

貸
労

働

者
化
し

て

生

計
を

維
持
す
る

道
を

求
め

る
｡

こ

こ

に

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

企
業
の

存
立

基
盤
が

存
在
す
る

｡

βββ



一 橋論叢 第八 十
一

巻 第五 号 ( 1 0 4)

(

l
)

加
計
争
畏
ま

き
恥

岩
手

訂
"

長
の
Q

篭
b

ヽ

莞
葦

芸
訂

曽
乳

邑
礼
.

軋
.

-

0

､

邑
-

冤

ぎ

≡
邑
芸
Q

邑
等

邑
･

ぺ

§
計

賢
哲

富

岩
手

計
講

ヽ

邑

毒
針
､

鳥
丸

芸

曾
0

邑

尽

ヽ

§
白

芸

旨
邑
Q

等
き

い

召
-

∽
･

･

封
P

t

等
早
-

00

ざ
一

芸
〇

.

-

00
小

声
(

以

下
､

内
吼

邑
喜
覚

ま
恥

と

略
記
)

本

史
料
に

依

拠
し

た

最
近
の

研

究
に

は
､

加

納
啓

艮

｢

デ

サ

共

同

体
に

関

す
る

一

考
察
+

(

『

ア

ジ

ア

研

究
』

第
二

二

巻
第
四

号
)

､

内

藤
能
房

｢

一

九

世

紀
ジ

ャ

ワ

の

『

土

地

占

有

形

態
』

再

考
+

(

『

ア

ジ

ア

研

究
』

第
二

四

巻
第

一

号
)
､

同

｢

一

九

世

紀

中

葉
の

ジ

ャ

ワ

村
落
に

お

け
る

賦
役
遂
行
+

(

『

一

橋
論
叢
』

第
七

八

巻
第
三

号
)

な

ど
が

あ

る
｡

(

2
)

丸

g
軋

.

Ⅰ
Ⅰ

.

E
N
一

-

諾
.

(

3
)

崇
礼

+
l

､

E
N
･

h

ご

ざ

芦
-

O

N

こ
岸
-

£
､

-

軍
-

00

い
.

N

O

P

(

4
)

森
弘

之

｢

ジ

ャ

ワ

の

『

共

同

的

占

有
』

と

強

制

栽
培

制

度
+

(
『

社

会

経
済

史
学
』

第

四
一

巻
第

四

号
)

｡

(

5
)

h

ぎ
学
監
ま

言
恥

Ⅰ
.

E
N
.

り

N
.

(

6
)

出
己
r

笥
♪

吉
式
乳
母

已

責
…

…
.

早

良
一

.

b
-

N
.

ご

■
だ
r

(

7
)

出
己

ぷ
e

♪

U
e

告
野

望

笥
b
-

P

打
.

阜

邑
.

.

b
-

N
.

N

山

戸

(

さ
)

札

璧
丸
一

.

b
-

N
.

N

旨
-
N

ご
.

(

9
)

農
民

層
分

解

進
展
の

検

紆
に

は
､

本

来

な
ら

経
営
規
模
も

考

慮

す
る

必

要
が

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

パ

テ

ィ
､

プ

ル

ワ

ル

ジ

ャ

の

両

県

で

ほ
､

上

層

農

民

に

よ

る

借
地

経
営
が

そ

の

一

部
に

見
ら

れ
る

か

ら

で

あ

る
｡

し

か

し
､

本

稿
で

は

史
料
的

制

約
か

ら

土

地

占

有
規
模
に

ょ
っ

て

分

解
虔
を

推
察
す
る

し

か

な
い
｡

一
(

1 0
)

冒
-

品

き
ロ
e

計
野

卑

笥
更
訂
打

.

長
一

邑
一

､

b
-

N
.

巴
ド

(

1 1
)

恥

g
軋

.

.

E
N
.

N

旨
.

(

1 2
)

く

呂

ロ
0
0

⊇
.

阜

邑
.

､

b
-

N
.

ヨ
.

(

1 3
)

こ

の

点

で

ほ

｢

個
人

的

占
有
+

地

が

圧

倒
的
に

優
勢
な

西

部
ジ

ャ

ワ

で

も
､

ほ

ぼ

同

様
の

傾
向
が

み

ら

れ

る
｡

一

九

四
三

年
八

月
か

ら
一

九

四

四

年
三

月
に

か

け

て
､

旧

日

本

軍
の

ジ

ャ

ワ

軍
政

監

部
調

査

室
に

よ
っ

て

行

わ

れ

た

西

部
ジ

ャ

ワ

の

ス

カ

ブ

ミ

(

S
O

e

打

旨
O
e
･

邑
)

県

と
チ

ャ

ン

ジ

ュ

ー

ル

(

T
j

呂

昔
e
【

)

県
の

島
村
調

査

報

告

｢

西

部
ジ

ャ

ワ

に

お

け
る

小

作
制
度
+

(

ア

ジ

ア

経
済
研

究
所

所

蔵
､

岸
幸

一

資
料
集

､

マ

イ
ク

ロ

フ

ィ

ル

ム

字
U
.

河
山

-

)

に

よ

れ

ば
､

当

該
地

方
で

ほ

公

共

使
用
地

(

学
校

､

基

地

等
)

と

職
田

以

外
は

す

ぺ

て

の

土

地
が

タ

ナ

‥
､

､

ワ

ー

ク

(

t

賀
旨

邑
-

訂
打
)

と

呼
ば

れ

る

｢

個
人

的

占

有
+

地

で
､

｢

一

般
に

占
有

地
の

売
貿
は

村
長
の

承

認

と

保
証
を

必

要
と

す
る

だ

け
で

､

そ
の

他
の

制
限
は

な
い

｡

+

(

同

報
告

専
一

〇

頁
)

と

報
告

さ

れ
て

お

り
､

そ

の

際
に

村

長
の

得
る

手

数

料

ほ

売

買
価
椿
の

一

%
と

な
っ

て

い

る
｡

(

1 4
)

く
p

ロ

臼
0

0

昌
.

尽
.

h

恵
.

､

E
N
.

a
I
芸

.

(

1 5
)

C
･

T

H
･

く

呂

0

等
e

已
の

J

Q
e

等
軋
q

聖

書
送

致
達

也
苫

誉
.

邑
"

｡

訂
蕃

り
Q

邑
蓋
丸

恥

辱

ヽ

已
喜
札

邑
Q

哲
邑
恕

責

岩
達

ヽ

号
令

芸
b

旨
札
Q

等
白

,

S
･

G
l

a
く
O

n
F

p

笥
､

-

苫
♪

b
-

N
.

-

N

P

(

1 6
)

く

呂

U
｡
｡

⊇
.

尽
.

邑
.

.

b
】

N
.

h

-
.

(

1 7
)

如
叫

-

邑
言
ゎ

ま

芸
恥

Ⅰ
.

b
-

P

-

¢
.

N

㍗

(

柑
)

さ
戸

口
○

｡

⊇
､

尽
･

邑
･

.

E
N
.

笠
.

叫

ご

笥

こ
志

.

-

芦

(

1 9
)

G
O
ロ

栗
丘
勺
.

哲
訂
訂

監

慧
､

哲
Q

彗
等
訂

旨
b

の
空

岩

監
乳
量
訂

芸
道

β3 β

…
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廿
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や
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血
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才
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†
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轍
･

†

叱

一

骨

( 1 05) 中部 ジ
ャ ワ に お け る 地 主 制 の 形 成と 甘庶 プ ラ ン テ ー

シ ア ン

旨
計
慧
乱
恥

､

一

計
d
r

旨
H
p

胃
-

⑳

m
､

-

漂
㍗

岩
隈

博
訳

『

イ
ン

F

ネ
シ

ア

経
済
史
概

説
』

(

一

九

四

三

年
)

二

〇

〇

頁
｡

(

2 0
)

く

呂

U
0
0

月

阜

邑
.

.

b
-

N
t

N

㌻

(

2 1
)

各
叫

札
こ

E
N
.

訟
.

(

2 2
)

内
叫

一

己
言

表
芸
恥

Ⅰ
.

b
】

N
.

望
一

(

2 3
)

く

2
1

U
0
0

⊇
､

尽
.

邑
.

.

b
-

N
.

琵
.

(

2 4
)

禁
札

.

.

b
-

N
.

巴
.

笥
.

岩
加

.

-

山

N
.

-

芸
.

-

巴
.

(

2 5
)

丸

監
札

t

.

E
N

.

芸
.

(

2 6
)

恥

監
礼

J

J
-

N
.

芸
.

(

2 7
)

B

弓
g
①
1

､

ロ
d

計
∽

p

宅

笥
b
-

旨
.

尽
.

&
.

.

E
P

巴
か
.

(

2 8
)

誉
礼

.

､

E
N
.

N

窒
.

(

2 9
)

切

実
慧
r

.

『
も

式
乳
母
監
⇒

喝
…

…
.

尽
.

邑
.

､

J
-

N
.

-

P

(

3 0
)

農
民

層
分

解
の

分
析
に

は
､

前

期

的

資
本

(

商
人

二
鳥

利

貸
資

本
)

の

検
討
が

必

頚
事

項
で

あ
る

こ

と
は

い

う
ま

で

も

な
い

｡

し
か

し
､

当

該
時
期
に

流

通

過

奉
を

牛
耳
る

華
僑
商
人
の

高

利
貸
活

動
は

､

史
料
的
に

ほ

と

ん

ど

検
出

し

え

ず
､

前
期
的

資
本
の

農
民

層
分

解
へ

の

影

響
も

そ

れ

ほ

ど

演
者
で

ほ

な
い

よ

う
に

思

え

る
｡

い

ず
れ
に

し

て

も
､

オ

ラ

ン

ダ
が

そ
の

植
民
地

政

策
と

し

て

私

領
地

を

除
く

直
樽

儲
で

ほ

外

国
人
の

土

地

占

有
を

禁
止

し

た

(

一

八

五

四

年
｢

蘭
印

統

治
法
+

第
六
二

条
)

こ

と

に

よ
っ

て
､

肇
僑
の

寄

生

地

主

化
の

コ

ー

ス

は

存
在
し

な
か

っ

た
よ

う
で

あ

る
｡

ま

た
､

本

文
で

ほ
､

農
民

層
分

解

が

何

故
に

地

主
･

小

作
分

解
に

帰
結
す
る

の

か

と

い

う
点

が

論
証
で

き

て

い

な
い

｡

本

稿
で

利

用
し

た

史
料
で

は
､

こ

の

点
の

追
求

が

無

理

な
の

で
､

今

後
の

課

題

と

し

て

お

き

た

い
｡

〓

甘

庶
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

次

に
､

中

部
ジ

ャ

ワ

に

お

け

る

甘

庶
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

と

地

主
経

営
の

相

互

関
連
に

つ

い

て

で

あ
る

が
､

紙
幅
の

制
約
も

あ

る

の

で
､

こ

こ

で

は

要
点
の

み

を

指
摘
す
る

に

と

ど
め

る
｡

植
民

地
イ

ン

ド

ネ

シ

ア
ヘ

の

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

体

制
の

本

楯

的
導
入
は

､

一

八

七

〇

年
の

農
業
二

法
(

A

笥

邑
s

旨
の

W
阜

A
g

l

言
募
O

F
e

切
O

S
-

已
t
)

に

よ
っ

て

法
的
に

確
定
さ

れ

た
｡

こ

の

点
業

二

法
の

内

容
は

､

農
民
の

占
有
権
が

明

確
で

な
い

土

地
に

対

し
て

は

企

業
が

政

庁
と

租
借

契
約
を

結
ん

で
コ

ー

ヒ

ー
､

タ
バ

コ

､

ゴ

(

1
)

(

2
)

ム

な

ど

を

栽
培
し

(

永

租
借
地

､

農
業
租
借
地

､

土

侯
領
借
地

の

一

部
)

､

す
で

に

農
民
の

占
有
す
る

土

地
に

対

し

て

は

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

可

ン

が

農
民

と

｢

個
別

夷
約
+

を

結
ん

で

水

田

で

の

栽
培
に

適
す
る

甘

煮
を

植
え

る

こ

と

が

で

き

る

(

農
民

占
有
地

借
地

､

土

侯
領
の

一

部
)

と

い

う
も
の

で
､

こ

れ

ほ

事
実
上

､

い

か

な

る

土

地
へ

も

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

が

進
出
す
る

こ

と

を

可

能
に

し

た

も

の

で

あ
っ

た
｡

第
三

表
ほ

､

一

九

世

紀
末
か

ら
二

〇

世

紀
に

か

け

て

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

の

拡
大

状
況

を

借
地

形
態
別
に

示

し

た

も
の

で

あ

る
｡

3 7
β

U



一 癖静養 第八 十 一 巻 第 五号 (1 嘩)

井 3 表 借地 形 態別 ブ ラ ン チ ー シ オ ン の 拡大状 況 (単位 b a)

1 8 9 0 年 1 9 0 0 年 1 91 0 年 1 9 2 0 年 1 9 3 0 年 1 9 4 0 年

ジ マ
永 租 借 地 2 6 3

,
6 5 3 5 73

,
06 6 65 1

,
2 5 5 6 6 0

,
4 5 9 6 8 0

,
7 4 7 5 9 0

,
6 5 8

ヤ r

ワ ウ

農地 占有地

借地
7 5

,
2 1 2 1 0 9

,
11 2 1 41

,
4 03 2 0 8

,
S 2 0 2 0 4

,
8 7 3 8 9

,
6 2 4

･ ラ
士侯領借地 2 4 9

,
4 2 0 2 3 7

,
49 8 2 3 0

,
0 0 0 2 2 4

,
5 6 4 7 0

,
0 9 4 5 9

,
9 85

外 農業租借地 3 4 3
,
0 2 1 47 8

,
8 8 2 83 0

,
1 2 6 1

,
1 4 6

,
5 4 1 1

,
2 5 0

,
6 5 3 1

,
0 5 4

,
0 85

島 永 租 借 地 5 2
,
2 7 7 3 72

,
3 6 1 2 4 9

,
1 92 8 7 7

,
1 4 2 1

,
0 7 1

,
5 3 1 5 6 0

,
9 13

. 合 計 9 8 3
,
5 8 3 1

,
7 7 0

,
9 1 9 2

,
1 0 1

,
9 76 3

,
1 1 7

,
5 2 6 3

,
2 7 7

,
8 9 8 2

,
3 5 5

,
2 65

( 出典) Cカα舛g 血 g E c αI 仰 γ盲外 ∫I由b 弗 βぶ由
,

F oJ J J 仙わ推 β∫血
'

5 且ゆ O rJ C ′ゆ 柑Jβ- 7タイ0
,
M ∬ t 血 q s N i沖 0 丘

,

T b e E a g ll e
,

1 9 7 5
, p p . 5 7 - 6 2 よ り作成 .

ー

八

九
〇

年
に

約
九

八

万
ヘ

ク

タ

ー

ル

で

あ
っ

た

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

用
地

が
､

一

九

三

〇

年
に

は

約
三

二

八

万
ヘ

ク

タ

ー

ル

に

拡
大
し

て

お

り
､

と

り

わ

け

外
島
へ

の

広
が

り

ほ

著
し
い

｡

一

九
三

〇

年
に

ほ
ジ

ャ

ワ

の

み

で

九
五

万

ヘ

ク

タ

ー

ル

(

甘
煮

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

は
一

九

万

八

千
ヘ

ク

タ

ー

ル
)

に

達
し
て

い

る

が
､

こ

れ

ほ

ジ

ャ

ワ

の

全

耕
地

八

九

(

3
)

八

万
ヘ

ク

タ

ー

ル

(

一

九
三

八

年
)

の

一

一

%
に

あ
た

る
｡

ま
た

､

弟
四

表
は

輸
出

量
の

推
移
を

示
し

た

も
の

で

あ

る

が
､

こ

朗月
じ

れ

を
み

て

も

オ

ラ

ン

ダ

植
民

地

経
営
に

と
っ

て

甘

庶
栽
培
が

い

か

に

重

要
な

位
置
を

占
め
て

い

た

か

は

明
ら

か

で

あ

ろ

う
｡

一

九
一

〇

年
ま

で

は
､

砂

糖
が

農
産
物
輸
出
の

七

剖
弱

､

全

輸
出
量
の

約

五

割
を

占
め

て

い

る
｡

一

九
二

〇

年
代

以

降
は

､

欧

米
で

の

自

動

車
産
業
の

発
展
に

ょ

る
ゴ

ム

需
要
の

嗜
大
な

ど

で

砂

糖
の

比

重

は

相
対

的
に

低
下

す
る

が
､

輸
出
の

絶
対

量
は

一

九
三

〇

年
ま
で

伸

び

て

い

る

(

農
民
の

甘

煮
生

産
は
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

生

産
量
の

(

4
)

一

%
に

も

満
た

な
い

の

で

無
視
し

う
る
)

｡

本
稿
で

あ
つ

か

う
甘

庶
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

は
､

潅
漑
設

備
の

整
っ

た

肥

沃
な

水

田

地

帯
で

あ

る

ジ

ャ

ワ

中
･

東
部
に

集
中
し
て

い

る

が

(

そ

の

企

業
数
は

一

九
二

〇

年
代
で

約
一

八

〇
)

､

こ

こ

で

ほ

甘

煮
栽
僧
が

農
民
の

米
作
と

輪
作
方

式
で

行

わ

れ

る

た

め
､

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

弓

ン

の

在
来
農
業
の

捉
え

方

は

き

わ

め

て

特
異
で

あ

る
｡

パ

テ

ィ

県
の

甘

庶
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

に

即

し

て

そ

の

栽
培

方

法
の

具
体

例
を

示

す
と

次
の

如
く
で

あ

る
｡

企
業
が

四

月
に

農

民

か

ら

水

田

を

借
入

し
､

翌

年
の

一

〇
月
ご

ろ

(

甘

煮
の

一

栽
培

期
間
は

一

八

-
二

〇
カ

月
)

に

収
穫
を

終
え

て

そ

の

水
田

を

農
民

に

返
す

｡

農
民

は

そ

の

後
､

半
年
な
い

し
一

年
半

､

米
作
お

よ

び

裏
作
を

行
い

､

再
び

企

業
に

貸
し

出
す

｡

企
業
が

一

度
に

貸
借
す

綿

も

止
r

ト

.

嘩

仙
ヽ

蝕
T
.

■

咋
■
7
r

.主

席

†
･

』



増
収

去
号

字
草
一

首
ヨ

■
ぎ

ー

鼻
L

上

√

/

執

り

血
マ

フ
.嘗

,

頒
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†
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､

噛
･

､

七

一

せ

( 畑7) 中細 ジ ャ ワ に お け る 地 主 制の 形 成 と甘 煮 ブ ラ ン チ
ー

シ 甘 ン

第 4 表 輸出量推移 ( 全イ ン ドネ シ ア) ( 単位 メ = ッ ター ン)

1 9 4 0 年1 9 3 0 年1 9 2 0 年1 9 1 0 年1 9 00 年1 8 9 0 年

1 1
,
2 8 3

,
2 1 5

3
,
5 4 2

,
2 3 9

8 0 3
,
4 9 4

9
,
9 7 8

,
8 7 7

5
,
0 0 6

,
6 9 2

2
,
2 2 2

,
0 3 7

4
,
5 (; 7

,
72 7

2
,
5 5 5

,
5 2 3

1
,
5 1 0

,
3 7 6

2
,
9 9 2

,
6 9 5

2
,
1 46

,
5 8 8

1
,
3 03

,
6 5 4

1
,
3 2 5

,
08 6

1
,
1 43

,
7 8 3

73 6
,
6 0(i

5 9 0
,
0 0 6

5 59
,
0 4 4

3 6 7
,
7 8 5

金 輸 出 真

金農産物輸出量

砂 糖 輸 出 量

( 出典) C ゐαル gi ルg E c o 乃0 桝 γ 石河 血 血 ルβ5右α

_ qタ. c れ p p . 3 4 - 3 6
, p p . 7 0 - 7 6 よ り作成 .

る

水

田

は
一

村
落
内
で

ほ

そ

の

水
田

の

三

分
の

一

を

越
え

て

ほ

な

ら
な
い

が
､

右

記
の

ロ

ー

テ

ー

シ

ョ

ン

を
一

サ

イ

ク

ル

と

し
て

企

業
は

そ

の

二

倍
な
い

し

三

(

5
)

倍
の

土

地

を

確
保
す
る

｡

ま
た

､

企
業

は

農
民

と

個
別

夷
約
に

よ

っ

て

土

地

を

借
入

す
る

こ

と
に

な
っ

て

い

た

が
､

実

際
に

ほ

あ

ら
か

じ

め

村
長
や

村
の

有

力

者
と

一

括
契
約
し
て

貸
借
す
る

水
田

を

(

6
)

決
定

す

る

の

で
､

農
民
に

支
払
う

借
地

料

ほ

き

わ

め
て

低
額
に

抑
え

ら

れ

る
｡

こ

う

し

て
一

つ

の

企

業
が

､

一

定
地

域

の

農
村

経
済
を

支

配
す
る

｡

農
民
の

米

作
や

そ

の

作
物
栽
培
が

企
業
の

作
成

す

る

農
業
計
画
に

ょ
っ

て

調

整
さ

れ
､

村

落
支

配
層
が

､

事
実
上

､

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

の

支

配
下
に

入
る

｡

ま

た
､

甘

煮
の

収

穫
､

圧

搾
期
に

は
､

常
雇
労
働
者
以

外
に

､

大
量
の

労
働
力

を

必

要
と

す

る

た

め
､

甘

煮
栽
培
村

落

だ

け
で

な

く
､

そ

の

周

辺
の

村
落
ふ

ら

も

大

量
の

季
節
労
働
者
を

調

達
す
る

｡

た

と

え

ば
､

パ

テ

ィ

県
タ
ユ

郡
に

は
二

つ

の

甘

煮
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

企

業
〔

バ

ッ

キ

ー

ス

(

勺
p

好
打

訂
∽
)

と

ト

ラ

ン

キ

ル

(

T
【

p

ロ
叶
打
-

-

)

〕

が

進
出
し

て

い

る

が
､

こ

の

二

企
業
で

毎
年

一

八

〇

〇
バ

ゥ

の

水
田

を

借
入

し

て

お

り
､

一

九
二

八

年
の

収
穫
期

に

ほ
バ

ア

キ

ー

ス

へ

の

季
節

労
働
者
は

約
一

七

〇

〇

人
に

の

ぽ
っ

(

7
)

て

い

る
｡

ま
た

､

プ

ル

ワ

ル

ジ

ャ

県
の

農
村
に

進
出
し

て

い

る

甘

庶
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

企

業
レ

ン

ブ

ン

(

R
e

m
す
ロ

e

m
)

は
､

一

六

か

村
か

ら
そ

れ

ぞ

れ

二

〇

-
八

〇
バ

ウ

程
度
の

水
田

を

借
入

し

て

お

り
､

こ

こ

で

ほ

常
雇

労
働
者
約
三

二

〇

〇

人
の

ほ

か

に

季
節

労

(

8
)

働
者
ほ

約
三

五

〇

〇
人

に

達
し

て

い

る
｡

た

と
え

ば
､

プ

ル

ワ

ル

ジ

ャ

県
の

バ

タ

ル

ジ

ャ

村
(

ロ
¢
ひ

p

U
p

訂
1

乱
j

p
)

で

は

｢

一

九
二

三

年
八

月
の

あ

る

日

に

は
､

村
の

男
ほ

ほ

と
ん

ど

甘

庶
農
園
に

働

(

9
)

き
に

行
っ

て

い

な

く
な
っ

た
+

と
い

う
｡

こ

の

よ

う
に

､

甘

庶
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

地

帯
で

ほ
､

季
節

的

に

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

で

賃
労
働
者
化
す
る

農
民
=

半
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

層
を

大

量
に

生
み

だ

す
｡

し

た

が
っ

て
､

中
部
ジ

ャ

ワ

の

水

田

地

帯
で

は
､

地

主
に

包
摂
さ

れ

る

貧
農
層
ほ

､

同
時
に

甘

庶
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

ヘ

の

季
節

的
貸
労
働
者
と
し

て

半
プ

ロ

化

す
る

も
の

と

考
え

ら
れ

る
｡

し

か

も
､

村
落
支
配
層
が

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

脚
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可

ン

企
業
と

結
び
■
つ

く
以

上
､

こ

れ

ら

半
プ

ロ

層
の

大
量
の

存
在

は
､

職
田

を

中
心

と

す
る

地

主

経
営
の

安
定

的
基
盤
を

形
成
し

て

い

た

と
い

え

よ

う
｡

甘

薦
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

鮭

営
は

､

職
田

地

主
を

媒
介
と

す

る

半

封
建
的
生

産
関
係
へ

の

編
成
脊
に

ょ
っ

て

連

合
的
に

存
立
し

え

た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

農
業
租
借
地

ほ
､

ス

マ

ト

ラ

を

中
心

と

す

る

外

島
に

み

ら

れ
ろ

が
､

主
に

そ
の

地

方
の

在
地

支
配

層
と

租
借
案
約
を

結
ぶ

と

い

う

点

で

永
租

借
地

(

政

庁
と

契
約
)

と

異

な

る
｡

長

期
の

租
借

契
約
で

多

年
性

農
産
物
の

プ

ラ

ン

テ
ー

シ

ョ

ン

用

地
で

あ
■る

点
は

永

租
借
地

と

か

わ

り
が

な
い

｡

(

2
)

土

俵
領
と

は
､

櫨
民

地

時
代
の

最
後
ま
で

ス

ル

タ

ン

(

領
主
)

の

衣
地

に

お

け
る

支

配

権
が

温
存
さ

れ

た

中

部
ジ

ャ

ワ

の

ジ

冒

タ

ジ

ャ

ヵ

ル

タ

と
ス

ラ

カ

ル

タ

を
い

う
｡

こ

の

地

方
へ

の

プ

ラ

ン

テ
ー

シ

ョ

ン

の

進

出
は

､

一

九
一

八

年
の

土

侯
儲
借
地

法

(

く
○

邑
0

已
巴
乙
一

S
C

F
･

G

岩
】

己
F

2
-

R

品
-

e

m
e

邑
)

に

よ
っ

て

最
終
的
に

決
定

し
た

｡

(

3
)

C

訂
達

内
叫

達
内

的
8
蕃
Q
､
､

ぢ
軋

逮

一

挙
叫

Q

莞
乳
き

耳
q

㌣

ト
.

叫
ま

計
莞
紅
白

､

仏

向

尽
Q

邑

C
､

尽
-

00

ー

か

-
-

芸
○

-

呂
賀
t

ぎ
星

冒
j

F
O

き

→
F
O

H
P

讐
e

.

-

笥
h

.

ワ

N

汁

(

4
)

賢
丸
J

p
.

宗
.

(

5
)

U
亡

品
e
l

-

吉
式
監
母
ま

式
･

…
･

･

.

尽
.

邑
.

､

E
ド

ー

N
.

(

6
)

く

呂

じ
勺
○

き

阜

邑
･

､

b
-

サ

ー

賀

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

す

ン

と

村
落
支

配

層
の

仲
介
役
お

よ

び

労
働
監

理

人
と

し

て

の

マ

ン

ド
ー

ル

(

m

呂
き
ユ

の

存
在
が

重

要
で

あ

る

が
､

史
料
由
に

そ
の

役
割

､

機

能
を

十

分
検
出
し

え

な
か

っ

た
の

で

本
稿

で

ほ

割
愛
し

た
｡

(

7
)

せ

弓
g
e

H
､

『
q

式
監
母

ま
治

喝
-

…
:
.

尽
.

b

恵
.

.

b
-

N
.

い

P

■
(

8
)

く

巴
-

U
0
0

2
.

息
V

.

邑
一

-

b
-

N

.
-

笥
.

(

9
)

丸

g
軋

.

.

b
-

N
.

-

訣
.

お

わ

り

に

一

八

七

〇

年
の

農
業
二

法
を

画

期
と

し
て

､

オ

ラ

ン

ダ

植
民

地

経

営
は

､

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

を

基

軸
と

す
る

モ

ノ

カ

ル

チ

ャ

塑

産
業
構

造
の

強
制

的
創

出
を

そ

の

特
徴
と

す
る

に

至
っ

た

が
､

本

稿
で

は
､

そ

の

植
民

地

経
営
に

と
っ

て

有
利
な

農
村
の

再

編
を

半

封
建
的

生

産
関
係
へ

の

編

成
香
と

し

て

捉
え

て

き

た
｡

こ

こ

で

い

ぅ

半
封

建
的
生

産
関
係
と

は
､

一

般
的
に

は
､

封
建
的
生

産
関
係

の

解
体

過
程
に

お

い

て
､

農
民

的

商
品

経

済
の

進
展
に

基
づ

く

畠

民

層
分

解
が

､

当

該
生

産
力

水

準
に

規
定
さ

れ

て

地

主
･

小

作
分

解
に

帰
結
す
る

､

そ

の

生

産

関
係
を

意
味
す
る

が
､

よ

り

重

要
な

点
は

､

封
建
段
階
に

到

達
し
て

い

た

ジ

ャ

ワ

で

ほ
､

そ

の

植
民

地

化

過

程
に

お

い

て

半

封
建
的
生

産
関
係
の

展
開
が

植
民

地

経
営
に

ょ

っ

て

主

導
さ

れ
､

そ

の

構
造

的
一

環
と

し

て

機

能
し

た

と
こ

ろ

に

あ

る
｡

さ

ら
に

特
殊
ジ

ャ

ワ

的

性
椅
を

付

与

す

れ

ば
､

人
口

過

剰
､

分
割
相
続
制
と
い

っ

た

要
因
ゆ
え

に
､

農
民

層
分

解
に

ょ

っ

β̀給

誓
書
一

丁
′〉
確

言
■

妻
∴

痛

声

鵡
-

ト

■
凄

.

†

賢

-

∵
二

.■■

健
l

-

-

-

せ
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て

直
接
的
に

大

規
模
な

土

地

集

積
･

集
中
が

進
展
せ

ず
､

経
済
外

強
制
に

ょ

っ

て

確
保
さ

れ

た

職
田

を

基

盤
と

す
る

地

主

経
営
が

､

地

主

制

形
成
の

基
本

線
と

な
っ

た

こ

と
で

あ
る
｡

し

か

も
､

こ

の

村
落
支

配

層
の

地

主

的
再
編
が

､

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

経

営
に

と

っ

て

は
､

そ

の

用
地

お

よ

び

労
働
力

確
保
の

た

め

に

有
効
に

機
能

し
た

の

で

あ

り
､

地

主

制
の

形
成
と

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

体

制
の

導
入

が

有
機
的
関

連
に

お

い

て

理

解
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

だ

ろ

う
｡

以

上
の

よ

う
に

､

本

稿
で

ほ
､

ジ

ャ

ワ

地

主

制
の

形
成

と
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

経
営
の

相

互

関

連
を

検
討
し

て

き

た

が
､

具

体

的

な

分

析
対

象
を

中
部
ジ

ャ

ワ

の

水
田

地

帯
に

限
定

し

た

た

め
､

外

島
や

西

部
ジ

ャ

ワ

で

ほ
､

各

種
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

の

導
入
に

伴

ぅ

在
来
社

会
の

再

編
成
が

中
･

東
部
ジ

ャ

ワ

の

甘

煮
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

地

帯
と

は

異
な

る

様
々

な

特

質
を

も
っ

て

展
開
し

た

こ

と

も

予

想
さ

れ

る
｡

j

た
､

オ

ラ

ン

ダ

植
民

地

支

配
の

再
生

産
構
造

も
プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

の

み

に

よ

っ

て

把

握
で

き

る

も
の

で

は

な

く
､

そ

の

全

機
構
的

分

析
を

必

要
と

す
る

し
､

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

経
営
に

か

ぎ
っ

て

も
､

植
民

地

権
力
と

の

関
連
や

､

資
本
蓄
積

と

そ

の

早

熟
的
独

占
化
の

メ

カ

ニ

ズ

ム

と

の

関

連
で

追
求

し
て

い

か

ね

ば

な

ら

な
い

だ

ろ

う
｡

し

た

が

っ

て
､

本

稿
ほ

､

イ

ン

ド

ネ

シ

ア

の

植
民

地

型

社

会

構
造
を

ト

ー

タ

ル

に

把
握
す
る

上
で

の

第

一

歩
に

す

ぎ

な
い

｡

(

一

橋
大

学
大

学
院
博
士

課
准
)
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